
尚絅大学・尚絅大学短期大学部SNSアカウントに関する運用規程 

 

（目的） 

第１条 LINE、YouTube、Twitter、Instagram（以下「SNS」という。）の持つ即時性を活か

し、入試やイベント等の大学に関する様々な情報を、積極的かつ即時に配信することを目的とす

る。 

 

（適用） 

第２条 当該運用規程は、「尚絅学園ソーシャルメディア利用のガイドライン」「尚絅大学・

尚絅大学短期大学部SNS公式アカウントに関するガイドライン」 （以下「ガイドライン」とい

う。）に基づき、職員が職務の一環として、付与されたアカウントをもって、情報発信する際

に適用する。 

 

（アカウント） 

第３条 尚絅大学・尚絅大学短期大学部の全てのSNSアカウントを下記のとおりとする。 

  アカウント名 ：【公式】尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

  運用担当部署 ：大学企画室 

 

（情報発信） 

第４条 運用担当部署は、次の内容を発信することとする。 

（1）本学ウェブサイトや印刷物に掲載した情報 

（2）本学が実施するイベント等の情報 

（3）その他、本学に関する情報 など 

 

（発信時の決裁） 

第５条 情報を発信する場合、原則として大学企画室長の決裁を必要とする。 

 

（返信） 

第６条 当アカウントへ投稿されたものに対しては、個別の返信は行わない。 

 

（表記） 

第７条 情報を身近に感じてもらうために、専門用語を多用せず、利用者の立場に 

立って、平易な言葉で丁寧に伝えることとする。 

 

（ホームページへの表示） 

第８条 ガイドライン及びこの運用規程をホームページ上に掲載する。 

 

（遵守事項） 

第９条 法令及びガイドライン、当該運用規程を遵守する。 

 



 

（取扱要領） 

第１０条 SNSに関する取扱要領は別に定める。 

 

（協議事項） 

第１１条 この規程に定めていないことについては、広報実施部会及び広報委員会において協

議して定めるものとする。 

 

（所管） 

第１２条 SNSアカウントに関する事務の所管は、大学企画室とする。 

 

（改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、広報委員会の議を経て、学長の決裁により行うものとする。 

 

附則 

この規程は、令和５年７月１日から施行する。 



 

尚絅大学・尚絅大学短期大学部ＳＮＳ公式アカウントに関するガイドライン  

 尚絅大学・尚絅大学短期大学部（以下「本学」という。）が発する SNS公式アカウントの運営にあたり、以下の

とおり本学 SNS公式アカウントに関するガイドラインを定めます。SNSを含めたソーシャルメディアの利用にあた

っては、発信者が遵守すべき「尚絅学園ソーシャルメディア利用のガイドライン」を定めており、本学が運用する

SNS公式アカウントは、当ガイドラインを遵守しています。 

 

1.目的 

 

SNSを有効活用し、ステークホルダー（在学生や教職員、保護者、卒業生、地域住民、入学希望者など）に対し

てイベント等の様々な情報を積極的かつ即時に配信することで、本学への興味・関心を高め、本学の取組みへ

の理解を深めてもらうことを目指します。 

 

2.管理・運用 

 

本学が広報活動として情報を発信する SNS公式アカウントについては、本学が定める運用規程と本学の運用

に関するガイドラインを遵守し、管理・運用するものとします。また、SNS公式アカウントについては本学公式ホ

ームページにてアカウント一覧を公開します。 

 

3.投稿内容 

 

ⅰ．本学ホームページや刊行物に掲載した情報又は他のSNSにより公開した情報 

ⅱ．本学が実施するイベント等の情報 

ⅲ．本学の教育研究活動に関する情報 

ⅳ．その他本学に関する情報 

 

4.コメント欄 

 

コメント欄の開放は行いません。 

本学に対する個別のご意見、お問合せについては、本学ホームページ「お問合せフォーム」をご利用いただくか、

又は担当部署へ直接お問合せください。 

 

5.誹謗中傷等への対応 

 

 SNS公式アカウント及び投稿内容への誹謗中傷等については厳正に対処します。 

 

6.投稿内容の削除又はアカウントの停止 

 

 以下に該当する事案が認められた場合、学長の指示により直ちに当該投稿の削除又はアカウントを停止しま

す。 

ⅰ．教職員、学生、第三者からの削除要請に基づき、削除が適切であるもの 

ⅱ．SNS公式アカウント又は投稿内容に対する非難・中傷が多く寄せられているもの 

ⅲ．その他不適切な運用又は投稿内容と判断したもの 



 

7.著作権 

 

著作権その他の知的財産権等一切の権利は、本学又は本学がその利用の許諾を得ている第三者に帰属しま

す。また、内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複

製・引用することはできません。 

 

8.禁止事項 

 

SNS公式アカウント又は投稿内容に対して、以下のような行為はご遠慮ください。利用者の行為がいずれか 

に該当すると判断した場合は、利用者に断りなく、投稿等の全部又は一部を削除したり、利用者アカウントのブ

ロック等の措置をしたりすることがあります。 

 

ⅰ．法令や公序良俗に反するもの 

ⅱ．特定の個人、企業、国、地域を誹謗中傷するもの 

ⅲ．本学又は第三者の知的財産権を侵害する恐れのあるもの       

ⅳ．本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいするもの  

ⅴ．人種、宗教、性等に関する差別的な内容のもの  

ⅵ．他の利用者又は第三者等になりすますもの  

ⅶ．虚偽の内容のもの 

ⅷ．広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的としたもの  

ⅸ．SNS公式アカウントの目的に関係のないもの 

ⅹ．その他、本学が不適当と判断するもの 

 

9.免責事項 

 

ⅰ．本学は、SNS 公式アカウントにおける情報の正確性、安全性及び有用性等を保証するものではありません。

そのため、SNS 公式アカウントにおける情報を利用したために、利用者又は第三者が被った損害について、

一切の責任を負いません。 

ⅱ．本学は、SNS 公式アカウントに関連して生じた、利用者間のトラブル又は利用者と第三者との間のトラブル

により利用者又は第三者が被った損害について、一切の責任を負いません。 

ⅲ．本学は、SNS 公式アカウントに関連する事項によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いま

せん。 

 

10.周知及び変更 

 

ⅰ．本ガイドラインは利用者への予告なしに変更することがあります。 

ⅱ．発信した情報については、必要に応じて削除する場合があります。 

ⅲ．リンク先のページが削除されていることがありますので、ご了承ください。 

 

11・管理体制 

 

大学企画室を SNS 公式アカウントの総括担当部署とし、本学が保有する SNS 公式アカウントの総括的な事務

にあたります。 

 

12.お問合せ  

 

本学 SNS公式アカウントまたは投稿内容へのお問合せは、尚絅大学・尚絅大学短期大学部 大学企画室 

（TEL：096-277-1135）へご連絡ください。 

 

 

 

 



 

 

SNS公式アカウント一覧 

 

LINE公式アカウント 

名     称 尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

アカウント ID @shokei-univ 

 

Youtube公式チャンネル 

名     称 尚絅大学・尚絅大学短期大学部 YouTube公式チャンネル 

 

Twitter公式アカウント 

名     称 【公式】尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

アカウント ID @shokei_univ 

 

Instagram 公式アカウント 

名     称 【公式】尚絅大学・尚絅大学短期大学部 

アカウント ID shokei_univ 

 


